
注文受付時間変更に伴うカーボン・クレジット市場利用規約補助規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（注文受付時間） 

第９条 本規約第２１条に規定する当取引所

が定める注文受付時間は、次の各号に定め

るものとする。 

（注文受付時間） 

第９条 本規約第２１条に規定する当取引所

が定める注文受付時間は、次の各号に定め

るものとする。 

（１） 午前８時００分から午前１１時２

９分まで 

（１） 午前９時００分から午前１１時２

９分まで 

（２） （略） （２） （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、令和６年３月２５日に

施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、本システムの稼働に支障が生じた場合

その他やむを得ない事由により、令和６年

３月２５日から施行することが適当でない

と当取引所が認める場合には、同日後の当

取引所が定める日から施行する。 

 

  

 


